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臨時増刊号

平成23年12月 19日

太宰府市議会議長 大田 勝義様

太宰府市長 井上 保農

再 議 書
平成23年太宰府市議会第4回 (12月 )定例会において、平成23年

12月 19日 に修正議決された、「太宰府市携帯電話中継基地局の設

置等に関する紛争防止条例の制定についてJは、次の理由により

異議があるため、地方自治法第176条第1項の規定に基づき、再議

に付する。

理  由
「太宰府市携帯電話中継基地局の設置等に関する紛争防止条傷J

の制定にういては以下の点について異議がある。

1携帯電話基地局の問題については、「太宰府市携帯電話基地

局設置にかかる住民紛争等の防止に向けた実施方針」を定め、こ

れにより対応することを決定しており、電波法をはじめとする法令等

に基づき設置運営されている形態電話墓地局に対して、この実施

方針以外に条例を制定する必要はないものと考える。

2.本条例の制定により、携帯電話基地局の整備に支障を たすこ

とが想定され、携帯電話雄 用する多くの市民の通信の利益を害す

る恐れがあるとともに、年間700万人を超える来訪者の携帯電話使

用にも影響を及ぼす恐れがあると考える。特に、携帯電話が高齢者

や子供たちの安全確保や119番・110番などの緊急時の連絡手段、

また、災害時の非常通報手段として利用されており、携帯電話が円

滑に使用できる環境を整備することは住民福社の向上や安全・安

心のまちづくりという観点からも重要であると考える。
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平
成
二
十
四
年
の

新
春
を
迎
え
、

一
見

平
穏
無
事
に
見
え
る

太
宰
府
の
日
々
で
す

が
、
私
た
ち
の
生
活

に
直
接
か
か
わ
る
市

政
の
面
で
は
、
決
し

て
穏
や
か
で
は
な
い

こ
と
が
う
こ
め
い
て

い
ま
す
。

暮
れ
も
十
九
日
の

市
議
会
本
会
議
最
終

日
に
、
議
員
発
議
に

よ
る

「太
宰
府
市
携

帯
電
話
中
継
基
地
局

の
設
置
等
に
関
す
る

紛
争
防
止
条
例
」
の

採
決
が
あ
り
ま
し
た
。

既
に
こ
の
件
に
関
す

る
特
別
委
員
会
で
、

十
対
七
で
可
決
さ
れ

て
い
た
条
例
案
は
、

こ
，
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ご意見・ ご感想

お寄せ ください
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本
会
議
で
も
同
じ
く
十
対
七
で
可
決
さ
れ
ま

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
採
決
直
後
に
、
市
長
が
、

こ
の
採
決
さ
れ
た
条
例
を

「再
議
」
に
付
す
、

つ
ま
り
、
議
長
に

「再
議
書
」
（紙
面
左
上

に
掲
載
）
を
提
出
し
、
そ
れ
を
拒
否
す
る
と

い
う
挙
に
出
ま
し
た
。

一
般
的
に
は

「再
議
」
の
趣
意
は
、
市
長

側
か
ら
議
会
に
、
議
決
に
関
し
て
再
度
の
慎

重
審
議
を
促
す
点
に
あ
り
ま
す
。
戦
後
日
本

の
地
方
自
治
制
度
の
特
長
は
二
元
代
表
制
、

つ
ま
り
議
事
機
関
で
あ
る
議
会
議
員
と
、
執

行
機
関
の
長

（市
の
場
合
は
市
長
）
が
、
住

民
有
権
者
の
投
票
に
よ
つ
て
選
ば
れ
ま
す
。

「再
議
」
は
こ
の
両
者
の
関
係
が
よ
り
良
く

機
能
す
る
た
め
の
手
段
で
も
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
地
方
自
治
法
の

「再
議
」
に

関
連
す
る
条
文
に
は
、
い
さ
さ
か
腑
に
落
ち

な
い
点
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
第

一

に
、
市
長
が

「再
議
」
に
付
し
た
議
案
は
議

会
に
戻
さ
れ
、
同
じ
議
案
を
再
度
可
決
す
る

に
は
、
今
度
は
議
員
の
二
分
の
一
で
は
な
く

三
分
の
二
以
上
の
多
数
を
得
る
必
要
が
生
じ

ま
す
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
議
案
は
廃
案
で
す
。

一
面
で
は
、
こ
の
こ
と
は
当
該
議
案
が
市
民

・

住
民
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
、
と
の

長
側
の
意
思
表
示
と
理
解
で
き
ま
す
。
し
か

し
な
が
ら
、
反
面
で
は
、
市
長
の
恣
意
を
議

会
に
押
し
つ
け
る
怖
れ
も
あ
り
ま
す
。
何
よ

り
も
、
現
実
論
と
し
て
は
、
有
権
者
の
三
分

の

一
の
得
票
も
得
ら
れ
ず
に
市
長
の
座
を
占

め
な
が
ら
、
そ
の
市
長
自
身
が
三
分
の
二
を

押
し
つ
け
る
こ
と
は
、
庶
民
感
覚
で
は
理
解

で
き
な
い
奇
異
な
行
動
と
し
か
映
り
ま
せ
ん
。

第
二
に
、
長
の

「再
議
書
」
に
は

「理
由
」

が
記
さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
が
事
案
を

「再
議
」

に
付
す
に
足
る
的
確
な
も
の
で
あ
る
の
か
、

し
か
も
そ
の
点
を
誰
が
ど
の
様
に
判
断
す
る

の
か
が
、
地
方
向
治
法
で
も
実
は
明
決
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
今
回
の

「再
議
」
の
ふ
た
つ

の
理
由
を
検
討
し
て
み
ま
す
と
、
と
て
も
行

政
と
い
う
責
任
あ
る
組
織
が
考
え
た
も
の
と

思
え
な
い
の
で
す
。

ひ
と
つ
目
の
理
由
は
、
議
会
の
議
決
に
よ

る
条
例
よ
り
も
、
行
政
組
織
内
部
の

「申
し

合
わ
せ
」
に
過
ぎ
な
い

「実
施
方
針
」

（紙

面
左
下
に
掲
載
〉
な
る
も
の
が
上
位
に
あ
る
、

と
い
う
強
弁
で
す
。
何
時
ど
の
様
に
決
め
ら

れ
た
か
も
定
か
で
な
い

「実
施
方
針
」
が
自

治
立
法
の
根
幹
で
あ
る
条
例
よ
り
有
意
に
あ

る
と
い
う
妙
な
理
届
で
す
。
市
民
の
生
活
に

関
わ
る
内
容
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
の

「実
施
方
針
」
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
等

の
手
続
き
を
経
る
こ
と
も
な
く
、
市
民
と
は

隔
絶
し
た
と
こ
ろ
で
決
め
ら
れ
た
こ
と
を
、

行
政
執
行
部
は
市
民
に
ど
の
よ
う
に
説
明
す

る
の
で
し
ょ
う
か
。
い
ま
ひ
と
つ
の
理
由
は
、

携
帯
事
業
者
に
よ
る
基
地
局
整
備
に
支
障
を

来
た
す
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
、
と
い
う
条
例

の
意
図

・
内
容
と
は
全
く
関
係
の
な
い
強
弁

で
す
。
こ
れ
は
条
例
を
敢
え
て
悪
者
に
仕
立

て
、
市
民
に
不
安
を
与
え
る
古
共
的
な
諭
法

で
論
外
で
し
ょ
う
。

冷
静
に
判
断
す
れ
ば
、
理
由
の
双
方
と
も
、

根
拠
の
極
め
て
薄
弱
な

「言
い
が
か
り
」
に

近
い
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
常
日
頃
、
太

宰
府
の
行
政
運
営
に
は
稚
拙
さ
を
感
じ
る
の

で
す
が
、　
一
方
の
議
会
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

長
い
期
間
に
わ
た
つ
て
、
行
政
と
の

「馴
れ

合
い
」
や

「事
大
主
義
」
に
安
住
し
て
き
た

面
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
今
回
の
条
例
制
定

の
経
緯
に
お
い
て
、
特
別
委
員
会
や
本
会
議

で
も
、
反
対
の
意
見
表
明
は
無
い
か
極
め
て

貧
弱
な
の
に
、
採
決
と
な
る
と
反
対
に
回
る

議
員
の
姿
は
見
る
だ
に
悲
し
い
も
の
で
す
。

行
政
執
行
部
と
切
磋
琢
磨
し
、
議
を
尽
く
す

な
ど
望
む
べ
く
も
な
い
状
態
が
露
呈
し
て
い

ま
す
。
現
在
、
議
会
で
議
論
さ
れ
て
い
る

「議
会
基
本
条
例
」
や
折
か
ら
始
ま
つ
た
市

民
を
中
心
と
す
る

「自
治
基
本
条
例
」
の
検

討
も
、
議
会
に
よ
る
最
終
的
な
条
例
制
定
と

い
う
局
面
を
迎
え
ま
す
。
そ
の

「備
え
」
は

十
分
な
の
で
し
よ
う
か
。

私
た
ち
市
民
塾
は
、
こ
の

「再
議
」
問
題

を
太
宰
府
に
お
け
る
議
会
活
性
化
の
チ
ヤ
ン

ス
と
理
解
し
、　
一
月
六
日
、
議
会
に
意
見
書

（紙
面
右
下
に
掲
載
）
を
提
出
し
ま
し
た
。

内
容
と
し
て
は
、
先
に
述
べ
た

「理
由
」
の

不
備
を
根
拠
と
し
て
、
議
会
側
か
ら

「再
議
」

の
当
否
に
つ
い
て
、
県
の
自
治
紛
争
処
理
委

員
に
調
停
を
申
請
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て

い
ま
す
。
第
二
者
的
な
機
関
に
再
議
書
と
そ

の
理
由
を
晒
す
の
は
い
さ
さ
か
恥
を
し
の
ボ

思
い
が
あ
り
ま
す
が
、
敢
え
て
す
る
こ
と
に

よ
り
、
市
民
注
視
の
中
で
少
し
で
も
市
政
の

転
換
点
が
見
え
て
く
る
こ
と
を
期
待
し
た
い

と
考
え
ま
す
。
　
　
　
　
　
（森
岡
侑
士
）

六率府市書帯電鮨碁地局設置にかかる住民綸争等の防止に向けた実施方針

1、 目的

この実施方針は、機帯電話基地局(以下「基地局」という)の設置等に伴う住民

紛争が生じていることにかんがみ、携帯電話会社(以下「事業者」という)が周辺

住民に対して、各地局の設置若しくは改造をしようとする時、または、既設基地

局について説明を求められた時の説明責任を明確にし、持つて市民と事業者の

紛争を防止することを目的とする。

2、 定義

この実施方針における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1)基地局とは、携帯電話端末、その他これらに類するデータ通信用の機器相

互間の通信を中継する送受信兼用の設備をいう。

(2)事業者とは、基地局の設置若しくは改造をしようとする者、及び既毅墓地局

を管理している者をいう。

(3)周辺住民とは、基地局の設置予定の場所または既設基地局の場所を中心

にその影響が及ぶと想定される範囲の住民とする。

3、 市の責務

市は、周辺住民と事業者との紛争の防止および調整に努めるものとする。

4、 事業者の責務

事業者は、基地局の設置若しくは、改造、または既設基地局についての税明を

求められた場合、住民説明会の開催等、周辺住民の意見を聴き、理解が得られ

るよう減意をもってその解決にあたり、紛争の防止に勢めるものとする。

5,周辺住民の資務

周辺住民は、事業者による説明について検討を行い、輸

'の

防止に努めるも

のとする。

「太宰府市携帯電話中継碁地局の設置等に関する紛争防止条例Jの「再議』に関する意見書

平成23年 12月 19日 の平成23年太宰府市議会第4回(12月 )定傷会におきまして修正可決されました、

議会発議による「太宰府市携帯電話基地局の設置等に関する紛争防止条例Jは、市長が「再議」に

付す事態に至りました。今後市長から市議会議長宛に提出された「再議書」の二つの「理由」は、「再

議」成立の要件という観点からは、以下のように甚だ大きな疑間を抱かせるものと考えます。

第一の理由は、既に市には「太宰府市携帯電話基地局設置にかかる住民紛争等の防止に向けた

実施方針Jが存在する故、それ以外の条傷を鋼定する必要がない、とするものです。しかし、この「実

施方針」はいつ、どの様な経緯を経て決められたものか全く不明で、ましてや住民・市民への情報公

開やその意見聴取を経た形跡もありません。つまりこれは行政執行部内の単なる申し合わせ事項で、

内部的な拘束力さえないと推測され、自治体法務として、条例と較べるべきものではありません。

第二の理由は、条例制定により擁帯電話基地局の整備に支障を たすことが想定される、というも

のです。その想定の根拠は示されず、条例制定の意図・目的を曲解し、それが市民生活に不便・危険

を及ぼすと誇大に述べ立てたに過ぎず、「再議」の理由としては、全く的外れであり、論外と考えます
「再議」は、二元代表制という地方自治、ひいては民主主義の根幹に関わるものとして、その適用

には十三分に慎重倒 すことが不可欠です。つまり、「再議」に付す理由の要当性と説得性が「再議J

成立の重要な要件であり、それを継 ない場合は「再議Jの濫用として、厳しく排除しなくてはなりま

せん。

今般の「再議」が、上記二つの理由れ って成立するのか否かの判断は、議会または市長の一方に

委ねられるものではありません。市議会におかれましては、市長からの「再議」の理由の要当性・説得

性を精査・吟味の上、「再議J成立に疑義ありの立場で、地方白治法にいう「地方公共団体の機関相

互の間の紛争」として、自治紛争処理委員に調停申請され、その過程において、本案件雄 民・市民

に対し、十分に情報公開されるよう切望いたします。 以 上
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績闘記事だけでは解らな10!  餞 蒲塾地目各個問題』で個が起こつてn3oハ :

これまでの流れを澄つてみました本市 。議会0動きネそして市讚塾は2●思

“

ます !

H年月 日 市 の動 き 議 会 の動 き 倍 盤 ・ 市 腱塾 め 顆個

22年 12月 定傷議会で「安全安心の見地に基づく

携帯電話中継墓地局設置の適正化に関

する請願」
`紹

介議員は公明党清水議員)が

賛成15名・反対3名 で採択される。

条傷提案に至るきつかけとなつた市民からの請願。市民の要望に対し、請願者と懇談した

井上市長も前向きに考えると応えた、というが・・・

月日不明「太宰府市携帯電話基地局設置

にかかる住民紛争等の防止に

向け

…

を定める。

月日の明示やH23年 12月 まで市民への公開もまつたくされていなかったことから、「実施方

針Jは市庁舎内の単なる申し合わせ事項にしか過ぎないと思われる。よつて、「実施方針J

があるから条例制定は必要無しという市の見解は条例軽視の不適切発言。

23年

11/29
(内容は表面に掲載) 上記の請願者有志が「実施方針に対する

見解」を市議会に提出。
11/30 定例議会で議員提案による「太宰府市携

帯電話中継基地局の設置等に関する紛

争防止条例Jが発議され、全議員を委員と

した特別委員会が設置される。

条例提案者の一人である円田議員の話によれば、市はあくまでも条例制定の必要性1ま無

いとの立場で、これまで議員側から協議を求めてもまつたく応じなかつたとのことである。

話合いにも応じない、可決した条倒も認めない、この市行政の体質こそが現太宰府市政

の最も怒しき点ではなかろうか。

12/12 携帯電話の3事業者連名での意見書が

議会に提出される。

意見書の内容は、条例を採択した場合の当市が受けるデメリットを明示し、捉えようによっ

ては威嚇めいた内容であることは否めない。

12/19

賛成多数で可決した直後に

市長が本件なヨ議に付す。

(内容は表面に掲載)

3回の特別委員会を経て修正された条例

案は、議会最終日賛成多数で可決。

C成10名・反対7名 )

再度、特別委員会で審議することに

なった。

特別委員会も 、本会議でも、一言も意見を述べない議員が数名いるが、特に反対を表明

している議員は「なぜ反対なのかJその理由を述べるべきであろう。

条例を再可決するには、3分の2(12人)以上の賛成を得られなければ廃案となつてしまう。

賛成を12名 に持つていけるのか?それにしても、この市長の暴走というか暴挙に対し、議

会として黙つていることに疑間を感じる。議会軽視も甚だしいではないか。

【翌日「市長の再議」について、新聞朝刊に記事が掲載される】

24年1/6 太宰府市民塾が「太宰府市携帯電話中

継基地局の設置等に関する紛争防止条傷」

の「再議」に関する意見書を市議会に提出。

この「再議Jの理由は説得力も無く理由にすらならないもの、且つ安易にr再議」という拒否
権を発動したことに対し、太宰府市政に汚点を残し今後の市政運営に悪影響を及ぼすと

判断し、市議会に意見菫餞 出した。(内容は表面に掲載)

【翌日「太宰府の市民団体が意見書Jと新聞朝刊に掲載される】

1/30 午後1時～特別委員会開催予定 市民塾の意見書が委員会で議論の対象となるか否か ! 傍聴しましょう。

新
人
議
員
五
人
に
お
尋
ね
し
ま
し
た

～
原
稿
を
頂
い
た
順
番
に
掲
載
し
て
い
ま
す

市
長
が
再
議
に
付
し
た
行
為
を
ど
う
思
い
ま
し
た
か

小
畠
　
真
由
美
氏

「再
議
」
だ
け
を
切
り
取
っ
て
諭
じ
る
事
は

困
難
で
あ
り
、
現
在
も
審
議
中
で
あ
る
事
か

ら
、
現
時
点
で
の
個
人
的
意
見
は
差
し
ひ
か

え
た
い
。
し
つ
か
り
検
討
し
て
参
り
た
い
。

通
常
、
条
例
制
定
ま
で
は
最
低
で
も
①
事

例
の
調
査
②
素
案
の
作
成
③
法
令
と
の
整
合

ユ■
④
舜
■
坂
”
ｃの
“
回議
窓
Ψ
議
菖
墨
間
の
也
翼
爾

，
」
い
っ

た
準
備
は
必
要
だ
と
考
え
る
。
内
容
が
複
雑

で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
時
間
も
協
議
も
さ
ら
に

必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

「立
法
機
関
と
し

て
の
あ
り
方
」
に
つ
い
て
も
し
つ
か
り
検
討

し
て
参
り
た
い
。

上

　

彊
氏

貴
塾
か
ら
再
議
に
関
す
る
意
見
書
を
い
た

だ
き
、
そ
の
ご
意
見
の
内
容
は
私
も
同
意
す

る
と
こ
ろ
で
す
。
し
か
し
、
市
長
は
現
市
議

会
で
は
再
議
の
議
決
要
件
で
あ
る
三
分
の
二

以
上
の
反
対
は
な
い
と
、
こ
れ
ま
で
の
議
会

で
の
判
断
に
よ
り
甘
く
考
え
て
お
ら
れ
、
議

会
軽
視
も
甚
だ
し
い
こ
と
か
ら
、
議
会
は
こ

の
議
案
に
賛
成
さ
れ
な
か
っ
た
七
人
の
議
員

を
含
め
、　
一
月
二
十
日
十
三
時
の
特
別
委
員

会
に
て
、
再
度
、
市
民
・
住
民
の
立
場
に
立
つ

て
十
分
な
討
論
を
行
い
、
合
意
形
成
を
す
る

必
要
が
あ
る
と
思
つ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
今
後
の
議
会
基
本
条
例
の

制
定
や
議
会
運
営
に
大
き
な
問
題

・
課
題
で

も
あ
り
、
高
い
ハ
ー
ド
ル
で
は
あ
り
ま
す
が
、

超
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。
ま
た
、
ご
指
摘
の
調
停
申
請
も

並
行
し
て
取
り
組
み
ま
す
。

陶
山
　
良
尚
氏

再
議
に
つ
い
て
は
、
全
国
的
に
も
珍
し
い

ケ
ー
ス
と
い
う
こ
と
で
、
当
然
、
新
議
員
の

私
に
と
つ
て
も
初
め
て
耳
に
し
た
議
会
用
語

で
あ
り
、
内
容
で
し
た
。
今
回
、
再
議
に
い

た
る
過
程
に
お
い
て
は
、
条
例
制
定
ま
で
に

議
会
で
も
う
少
し
時
間
を
か
け
、
検
討
す
べ

き
で
は
な
か
つ
た
か
と
私
自
身
は
思
っ
て
お

り
、
議
員
提
出
の
条
例
案
に
つ
い
て
は
、
当

然
、
議
会
の
全
会

一
致
が
望
ま
し
い
と
考
え

ま
す
。
再
議
が
提
出
さ
れ
た
以
上
は
、
私
な

り
に
調
査

・
研
究
を
積
み
重
ね
、
検
討
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

神
武
　
あ
や
氏

議
会
閉
会
後
、
年
末
に

「再
議
」
が
出
る

の
で
は
な
い
か
と
賛
成
議
員
の
中
で
予
測
は

し
て
い
ま
し
た
。
条
例
案
は
、
先
の
請
願
を

形
に
し
、
実
行
し
て
い
く
た
め
議
員
有
志
で

勉
強
会
を
し
、
作
成
し
た
も
の
で
す
。

議
会
初
日
に
特
別
委
員
会
付
託
と
な
り
、

委
員
会
初
日
、
市
は

「
（実
施
方
針
が
あ
る

の
で
）
そ
の
他
の
対
応
は
考
え
て
い
な
い
」
、

請
願
提
出
者
と
の
説
明
会
も

「終
了
し
て
い

る
」
と
回
答
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
市
民
は

終
了
し
た
、
納
得
し
た
と
は
全
く
思
つ
て
い

ま
せ
ん
。
市
が
実
施
方
針
を
も
つ
て
対
応
し

た
に
も
関
わ
ら
ず
、
未
解
決
で
あ
る
こ
と
を

認
識
せ
ず
条
例
案
を
否
定
す
る
こ
と
に
理
解

が
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
電
磁
波
に
よ
る
健

康
被
害
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
も
認
識
し
て
、

条
例
制
定
を
引
き
延
ば
す
よ
う
な
こ
と
は
や

め
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

芦
刈
　
茂
氏

一
、
市
執
行
部
は
業
者
の
立
場
に
立
つ
の

か
、
市
民
の
立
場
に
立
つ
の
か
。

執
行
部
の
説
明
に
、
業
者
の
負
担
に
な
る

よ
う
な
条
例
は
作
る
べ
き
で
は
な
い
と
発
言

が
あ
っ
た
。
市
民
の
請
願
を
ど
の
よ
う
に
受

け
止
め
る
の
か
。
今
回
の
議
会
発
議
の
条
例

は
携
帯
電
話
基
地
局
を
建
て
さ
せ
な
い
の
で

は
な
く
て
、
地
域
の
紛
争
防
止
の
た
め
の
条

例
で
あ
る
。

二
、
議
会
は
市
執
行
部
の
言
い
な
り
な
の

か
。
議
会
と
し
て
の
機
能
を
果
た
せ
る
の
か
。

中
継
基
地
局
研
究
会
に
最
初
か
ら
関
わ
つ
た

議
員
の
中
で
、
呼
び
か
け
人
に
な
つ
た
議
員

が
執
行
部
の
圧
力
で
撤
回
し
た
り
、
反
対
に

回
っ
た
り
し
た
。
議
会
と
し
て
再
議
問
題
を

全
員
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

三
、
自
治
会
、
市
民
の
中
で
こ
の
問
題
を

幅
広
く
議
論
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

【終
り
に
】

今
回
の
市
長
の
再
議
問
題
は
、
新
間
で

も
わ
り
と
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ

「議
員
提

案
の
条
例
成
立
を
真
っ
向
か
ら
阻
上
し
よ
う

と
す
る
の
は
異
例
だ
」
（毎
日
新
聞
）
と
の

コ
メ
ン
ト
に
も
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
今
後

の
市
政
運
営
に
大
変
暗
い
影
を
落
と
し
た
行

為
だ
と
、
私
た
ち
は
非
常
に
危
機
感
を
抱
い

て
い
ま
す
。
折
り
し
も
先
日
、
自
治
基
本
条

例
制
定
に
向
け
て
第

一
回
目
の
ま
ち
づ
く
り

市
民
会
議
が
開
か
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う

な
行
為
が
ま
か
り
通
る
な
ら
、
い
く
ら
市
民

や
議
会

・
市
職
員
が
共
に
議
論
を
重
ね
、
良

い
条
例
案
を
作
り
上
げ
た
と
し
て
も
、
市
長

の
思
惑

一
つ
で
ど
う
に
で
も
な
る
と
い
う
こ

と
が
今
回
示
さ
れ
た
の
で
す
。
自
治
基
本
条

例
制
定
ま
で
の
筋
道
は
パ
フ
オ
ー
マ
ン
ス
、

市
民
会
議
は
市
民
参
画
の
実
績
作
り
で
し
か

な
い
‥
・と
、
今
後
の
条
例
制
定
の
意
義
す

ら
無
に
し
て
し
ま
つ
た
井
上
市
長
の
責
任
は
、

市
行
政
が
考
え
る
以
上
に
深
刻
で
あ
る
こ
と

を
知
る
べ
き
で
し
よ
う
。
　

　

（山
路
依
里
）

再麟OH購について

今回市長が提起した「再議」は、

通例では一般的拒否権と言われ、

条例の制定・改廃または予算に関

する議会の議決に対するもので、

地方自治法で認められています。

(第176条第1項)

議会議決が過半数であつたもの

が再議に付されると、再度その識

案は議会の審議となり、3分の2以

上の多数を得ない限り、廃案とされ

ます。

ある意味で1ま、二元代表制をより

有効に機能させるためのものでも

ありますが、反面では拒否権の発

動が安易に行われると、二元代表

制ばかりか、民主制度すら壊しか

ねないものです。

それゆえ、制度はあつてもその適

用には極めて慎重な態度であるの

が自治体運営では慣行化していま

す。
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